
港区の給与・定員管理等について
1.総括

（１）人件費の状況(普通会計決算）

区    分 住民基本台帳人口
（平成23年4月1日現在）

歳 出 額
　　　（A)

実質収支
人 件 費
　　　（B)

人件費率
　　（B/A)

人 千円 千円 千円 ％
206,471 99,089,266 548,684 20,514,443 20.7

（注）１　人件費には、特別職(区長、区議会議員等)に支給される給料、報酬等も含まれています。

（２）職員給与費の状況(普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2,096 7,906,460 2,844,907 3,210,514 13,961,881 6,660 6,985

（注）１　職員手当には、退職手当は含まれていません。
　　　２　職員数は、「地方公務員給与実態調査」による平成22年4月1日現在の普通会計に属する職員の人数です。
　　　３　給与費欄については、1,000円未満切り上げのため各項目の合計と計（Ｂ）が一致しない場合があります。

（３）ラスパイレス指数の状況

  (注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
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（４）給与改定の状況
①月例給

円 円 円 ％ ％

415,930 416,772 △ 842 △ 0.20 △ 0.20

（注）　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。

②特別給

月分 月分 月分 月分 月分 月分

3.94 3.95 △ 0.01 0 3.95 3.95
平成　23 年度

(参考）国の年間
支給月数
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（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び
　　　勤勉手当の年間支給月数です。

（５）　一般行政職給料表の状況

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

円 円 円 円 円 円 円 円

1号給の

給料月額
138,400 166,100 195,800 220,400 　　　― 257,000 285,100 338,600

最高号給の

給料月額
306,500 340,700 371,800 413,000 435,300 448,900 462,400 520,600



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成23年4月1日現在）
①一般行政職

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
港　　区 42.4歳 323,450 円 462,729 円
東京都 42.5歳 331,172 円 467,372 円

国 42.3歳 327,205 円
特別区平均 43.3歳 333,519 円 465,326 円

397,723 円
413,439 円

平均給与月額（国ベース）
403,178 円
413,437 円



②技能労務職
参　考

港区 48.8歳 330人 311,581 円 423,624 円 386,399 円 - - - -

うち清掃職員 45.3歳 112人 305,515 円 456,438 円 386,260 円 廃棄物処理業従業員 44.6歳 290,600 円 1.57

うち学校給食員 48.6歳 49人 296,312 円 378,561 円 363,663 円 調理士 40.3歳 291,100 円 1.30

うち守衛 54.8歳 27人 338,648 円 450,830 円 416,480 円 守衛 54.2歳 295,600 円 1.53

うち用務員 49.4歳 94人 305,685 円 394,454 円 375,803 円 用務員 53.8歳 209,700 円 1.88

うち自動車運転手 54.1歳 17人 355,100 円 455,924 円 438,058 円 自家用乗用自動車運転手 56.4歳 315,900 円 1.44

うち電話交換手 50.0歳 1人 330,800 円 412,194 円 398,644 円 - - - -

うちその他 51.9歳 30人 327,973 円 423,710 円 400,494 円 - - - -

47.1歳 1739人 304,130 円 415,615 円 379,331 円 - - - -

49.5歳 3689人 283,862 円 321,662 円 - - - - -

48.3歳 417人 307,525 円 414,920 円 381,775 円 - - - -

港区 - - -

うち清掃職員 7,008,115 円 4,035,300 円 1.74

うち学校給食員 5,966,864 円 3,868,500 円 1.54

うち守衛 7,085,709 円 4,241,300 円 1.67

うち用務員 6,225,573 円 2,943,200 円 2.12

うち自動車運転手 7,263,041 円 4,403,100 円 1.65

うち電話交換手 6,630,713 円 - -

うちその他 6,725,313 円 - -

＊技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。
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類似職種

区　分 平均給与月額
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（A)

民間公務員

平均年齢 職員数 平均給料月額

東京都

国

特別区平均

＊年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給さ
れた期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

参考

年収ベース（試算値）の比較

＊民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成20年～平成22年の３ヵ年平均）

区　分
公務員

（C)
民間
（D)

C/D

＊「平均給料月額」とは、平成２０年４月現在
における各職種ごとの職員の基本給の平均で
す。
＊「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払
われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外
勤務手当などの諸手当を合計したものであり地
方公務員給与実態調査において明らかにされて
いるものです。また「平均給与月額（国ベー
ス）」は 国家公務員の平均給与月額には時間

＊「平均給料月額」とは、平成２３年４月現在における各職種ごとの
職員の基本給の平均です。
＊「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域
手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものであり
地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また
「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時
間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比
較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。



③教育職（幼稚園教育職員）
区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

港区 39.1歳 335,678 円 441,956 円
東京都 41.9歳 353,459 円 453,287 円
特別区平均 38.3歳 327,926 円 425,551 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２３年４月現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

　　  ３　教育職における東京都のデータは、小中学校教育職員の平均値です。　

（２）職員の初任給の状況

港　区 都 国
大学卒 181,200 円 181,200 円 181,200 円
高校卒 143,000 円 142,700 円 140,100 円

技能労務職 高校卒 134,900 円 137,200 円 -
大学卒 193,000 円 - -
高校卒 175,700 円 - -

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年
大学卒 277,265 円 332,900 円 359,621 円
高校卒 230,725 円 266,780 円 308,208 円

技能労務職 高校卒 224,660 円 246,217 円 290,825 円
（注）１　経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。
　　　２　前職等のある場合は、特定の基準により採用後の年数に加えます。
　　　３　技能労務職の経験年数１０年は、対象者が少数のため、経験年数１１年の数値です。

区　　分

一般行政職

（平成23年4月1日現在）

（平成23年4月1日現在）

　　  ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など
        すべての諸手当を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また
         「平均給与月額（国ベース）は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等一部手
　　　　当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

区　　分

教育職
(幼稚園教育職）

一般行政職



３　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）一般行政職の級別職員の状況

区　分 職員数 構成比
１級 71人 6.0%

２級 291人 24.7%
293人 24.9%

（39人） （81.2%）
360人 30.6%
( 7人) （14.6%）

５級 75人 6.4%

６級 58人 4.9%
11人 0.9%

( 2人) （4.2%）

８級 18人 1.5%

（注）１　職員数は、「港区職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分によるものです。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
      ３　税務職・福祉職は含まれていません。
　　　４　四捨五入の関係で、構成比の内訳は合計と一致していません。
　　　５　（　）内は、再任用職員であり、外数です。

係長・担当係長又は主査の職務

部長の職務

課長の職務

３級 主任主事の職務

総括係長の職務

７級 統括課長の職務

４級

（平成23年4月1日現在）
標準的な職務内容

２級から８級までの職務の級に属さない職員の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務



(注）1 平成１８年に１０級制から９級制に変更しています。（旧給料表の１級と２級を統合）
　　 2 平成２２年度に９級制から８級制に変更しています。（９級職の廃止）

１級
6.0%

１級
6.0%

２級
24.6%

２級
24.7%

３級
24.4%

３級
24.9% ３級

25.1%

４級
31.1%

４級
30.6%

４級
33.2%

平成23年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

５級
6.4%

５級
6.7%

５級
8.7%

６級
4.9％

７級
0.9％

８級
1.5％

６級
4.6％

７級
1.3％

８級
1.4％

７級
1.1％

８級
1.2％

９級
0.1％

１級
6.6%

６級　4.4%

２級
19.6%



（２）昇給の状況

（注）１　総職員数には、一般行政職、技能労務職の他、医療職、福祉職等を含み、幼稚園教育職員、指導主事、
　　　　　再任用職員、再雇用職員は含まれません。
　　　２　「最上位」および「上位」の職員は、標準（4号昇給）の職員と比べて「最上位」は2号、「上位」は1号拡大さ
　　　　　れた昇給幅が付与されています。

総職員数（A) 比率（B/A)

平成22年度 1,877人 33.3%

昇給区分A（６号昇給）または昇給区分
B(５号昇給）により昇給した職員数（B)

625人



４　職員の手当の状況

（１）期末・勤勉手当

区　　　分

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

加算措置の状況

（注）（　）内は、再任用職員の支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　勤勉手当は、勤務成績の評定結果に基づき、一定の割合（成績率）を乗じ支給額を決定します。
平成14年度より幹部職員のみ適用してきましたが、平成20年度からは一般職員にも適用しています。
成績段階による成績率は、下記のとおりです。

最上位 上位 中位 下位 最下位
管理職 980/1000 965/1000 955/1000
係長級 990/1000 975/1000 965/1000
主任級 995/1000 980/1000 970/1000
係長以外 1000/1000 985/1000 975/1000
※成績段階が下位及び最下位の者が拠出する額（係長級以上はさらに一律拠出額を加えた額）を上位及び最上位の者に分配します。

（２）退職手当

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨
勤続２０年 24.25月分 33.50月分 24.25月分 33.50月分 23.50月分 30.55月分
勤続２５年 32.50月分 43.50月分 32.50月分 43.50月分 33.50月分 41.34月分
勤続３５年 49.75月分 59.20月分 49.75月分 59.20月分 47.50月分 59.28月分
最高限度額 50.00月分 59.20月分 50.00月分 59.20月分 59.28月分 59.28月分

　　　　　　　　　　　　（平成23年4月1日現在）

　　　　　　　　　　　　（平成23年4月1日現在）

4,979,210 円
１人当たりの
平均支給額

（平成２２年度）

平成２２年度
支給割合

期末・勤勉合計 期末・勤勉合計
3.95月分（2.10月分）

期末・勤勉合計
3.95月分（2.10月分） 3.95月分（2.10月分）

１人当たり
平均支給額

1,681千円 1,655千円

国港　　区 都

2.60月分
（1.45月分）

1.35月分
（0.65月分）

2.60月分
（1.45月分）

2.60月分
（1.45月分）

1.35月分
（0.65月分）

1.35月分
（0.65月分）

役職等による加算措置有

区分

支給の都度区長が定める※
支給の都度区長が定める※

支給の都度区長が定める※

その他の
加算措置

24,276,503 円

支給の都度区長が定める※

都 国

定年前早期退職者に対する特例措置（２％～２０％加算）

港区



（３）地域手当
1,511,320千円

697,425 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率）
港区 18.0% 2,166人 18.0%
箱根町 0% 1人 0%
（注）　港区の支給率は平成２３年１月に１７％から１８％に引き上げられました。

（４）特殊勤務手当

手当の名称

（５）時間外勤務手当
617,444千円

434,208 円
537,834千円

421,500 円

（平成23年4月1日現在）

日額６５０円

日額３１０円

日額７００円

保健所に勤務する職員
感染症予防法に定める感染症等の患者等
に接触する業務

日額３１０円～６７０円

公害行政を主管する課に勤務する職員 大気汚染防止法等に基づく公害の検査業務

日額２４０円～４１０円

日額２２０円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算）
支給実績（平成２１年度決算）
支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算）

福祉事務所に勤務する訪問員、指導員等
生活保護法、身体障害者福祉法等に定める
業務を行うための家庭訪問

日額４７０円

支給実績（平成２２年度決算）

保健所に勤務する職員 有害な薬物を使用した試験等

清掃業務手当

有害物等取扱
手当

清掃事務所に勤務する職員 廃棄物の処理を直接行う業務等

保健所に勤務する職員

防疫等業務手当

放射線業務従事
手当

エックス線操作の業務

公害検査業務
手当

支給実績（平成２２年度決算）
支給職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算）

特定危険現場業
務手当

支給対象業務に従事した職員
建築物等の建設現場における工事監督又は
検査の業務等

訪問指導業務
手当

127,605円
支給実績（平成２２年度決算） 21,182千円
支給職員一人当たり平均支給年額（平成２２年度決算）

（平成23年4月1日現在）

左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２２年度）
手当の種類（手当数）

主な支給対象職員 主な支給対象業務

7.7％
7



（６）その他手当

配偶者 13,700円 異 金額 　13,000円
配偶者以外２人まで 5,500円 異 金額　　6,500円
その他 5,500円 異 金額　　6,500円
16歳～22歳の子の加算 4,000円 異 金額　　5,000円
扶養親族　有 8,800円

扶養親族　無 8,300円

部長 128,600円
統括課長 105,800円
課長 91,100円
幼稚園園長 91,600円
幼稚園副園長 64,700円

国の制度と異なる内容国の制度との異同

（支給限度額）
賃貸住宅　　27,000円

　　　　　　　　　　　　（平成23年4月1日現在）

198,358 円161,463 千円

支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成２２年度決算）

支給実績
（平成２２年度決算）

管理職手当

101,651 円

187,758 円

1,157,364 円

134,078 千円

387,533 千円

124,995 千円

扶養手当

住居手当

運賃相当額
(支給限度額  1ヶ月につき55,000円)

同通勤手当

異

手当名 内容及び支給単価



５　特別職の報酬等の状況

（最高額） （最低額）
区長 1,245,400 円 984,600 円

副区長 999,700 円 836,900 円
議長 956,000 円 882,000 円

副議長 815,000 円 755,000 円
議員 623,000 円 588,200 円
区長

副区長 6月期 1.55月分
議長 12月期 1.60月分

副議長 3月期 0.15月分
議員 計 3.30月分

区長 22,420千円
副区長 14,432千円

　　　２　期末手当の支給割合は、平成22年度に支給された割合です。

　　　　　　　　（平成23年4月1日現在）

支給時期
（算定方式）退職の日における給料月額
に次に掲げる割合を乗じて得た額

781,000 円
611,000 円

期末手当

給料月額等

1,121,000 円
給料

902,000 円

（注）１　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額および支給割合に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合における
          退職手当の見込み額です。

（参考）特別区における最高・最低額
区　　　分

1期の手当額
退職手当

勤続期間１年につき　500/100
勤続期間１年につき　400/100

902,000 円

任期満了時

報酬



６　職員数の状況

（１）　部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年4月1日現在）（単位：人）

平成22年度 平成23年度 対前年比 主な増減理由
議    会 14 14 -

総務・企画 501 503 2 運営体制の見直し、人員配置の変更（育休任期付職員の配置）等

税    務 71 70 △ 1 人員配置の変更（再任用職員の活用）

民    生 649 622 △ 27 運営体制の見直し（指定管理者制度の導入）

衛    生 278 279 1 運営体制の見直し、人員配置の変更（育休任期付職員の配置）

商    工 18 18 -
土    木 219 215 △ 4 運営体制の見直し

計 1,750 1,721 △ 29
347 343 △ 4 運営体制の見直し、人員配置の変更（再任用職員の活用）等

- - -

39 40 1 人員配置の変更（育休任期付職員の配置）

37 37 -
11 11 -

　　　２　（　）は再任用職員（短時間勤務職員）および再雇用職員で外数です。

2,184
（162）

2,152
（152）

△ 32
（△10）

87
（6）

88
（5）

1
（△1）

合        計

（注）１　職員数は、一般職に属し、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員（一部事務組合派遣を除く）等を含み
　　　　　臨時・非常勤職員を除いています。（地方公共団体定員管理調査報告数値）

増　減　状　況職員数区　　分
部　　門

消防部門

小　　　計

一般行政部門

普通会計部門

教育部門

公営企業等
会計部門

2,097
（156）

2,064
（147）

△ 33
（△9）

国保事業
介護保険事業

その他

小　　　計



(2)年齢別職員構成（平成23年4月1日現在）

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
歳 ～～～～～～～～～～歳
未 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 以
満 上

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳
区　分 ～～～～～～～～～～ 計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

3 70 179 190 159 234 264 257 286 259 259 167 2,327
職員数

（注）　再任用職員、再雇用職員を含み、臨時・非常勤職員を除いています。

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

構成比

５年前の構成比



（３）職員数の推移

　　　　（各年4月1日現在）（単位：人・%）
区分

部門
1,842 1,833 1,824 1,782 1,750 1,721 △121（△6.6%）

428 407 391 358 347 343 △85（△19.9%）
- - - - - - -

2,270 2,240 2,215 2,140 2,097 2,064 △206（△9.1%）
76 76 85 88 87 88 12（15.8%）

2,346 2,316 2,300 2,228 2,184 2,152 △194（△8.3%）

（注）１　各年における地方公共団体定員管理調査において報告した部門別職員数です。
　　　２　「過去５年間の増減数（率）」とは、平成18年に対する平成23年の数値となります。

平成18年 平成19年

総合計

一般行政
教育
消防

公営企業等会計
普通会計計

平成23年平成20年 平成22年
過去５年間

の増減数(率)
平成21年


